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要　約
　オリンピック資産とオリンピックに関連する標章の保護について，欧州における商標制度による保護，特に
欧州連合商標規則による保護の態様について解説する。
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1.はじめに
　当初 2020 年に計画されていた近代オリンピック第
32 回東京大会は，深刻な健康問題のため，例外的に
2021 年に延期された。東京では 1964 年にオリンピッ
クが既に開催されているが，今回のような大会延期は
史上初である。オリンピックに関わる選手及び経済へ
の影響を判断するのは依然として難しいが，変えられ
ないものが 1 つある。それは大会の名称である。実
は，国際オリンピック委員会（以下，IOC）は欧州知
的財産庁（EUIPO）に図形商標「東京 2021」を出願
しているが，「東京 2020」という名称は維持されてい
る（1）。
　11,000 人以上の選手が 339 種目に参加する予定と
なっている。空手，スケートボード，スポーツクライ
ミング，サーフィンが初めて競技種目に入り，野球と
ソフトボールは 12 年間の不在の後に戻ってきた。オ
リンピック組織は，約 120 億ユーロの莫大な予算を動
かしている。その一部は，民間企業（コカコーラ，
Airbnb，Samsung，Visa，トヨタ，オメガなど）の
協賛によるものだが，関連商品のライセンスプログラ
ムによるものもある（2018 年の平昌冬季オリンピッ

クでは約 1,500 件であった）。
　したがって，パートナー又はライセンシーには，オ
リンピック・ムーブメントに関連するシンボルおよび
商標を使用する権利が与えられる。2013 年から 2016
年の間，放送権は IOC の収入の 47％を占めていた。
リオ大会の開催中，オンラインを介した映像配信は，
2012 年のロンドン大会に比べて 3 倍になった（2）。な
お，IOC の活動は競技大会に限定されるものではな
い。IOC の収益の 10％は，世界中の選手やスポーツ
連盟への資金提供に充てられている（3）。
　したがって，無体の積極財産（訳注：（原文 actifs 
immateriels）本稿では「知的財産」と考えられる。）
の保護が大会のマーケティングの成功に不可欠である
と思われる。その保護対象は，大部分が 1 世紀前に創
設されたオリンピズム共同基金の一部であるオリン
ピック資産であり，また，異なるオリンピック大会の
際に特別に作成された商標である。

2.オリンピック資産の保護
　オリンピック憲章第 7 条に基づき，IOC は「オリ
ンピック・シンボルとオリンピックの旗，モットー，
讃歌，オリンピックと特定できるもの（「オリンピッ
ク競技大会」と「オリンピアード競技大会」を含むが
それらに限らない），名称，エンブレム，聖火および
トーチは（中略）さらに，IOC，日本オリンピック委
員会および／又はオリンピック大会組織委員会により
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オリンピック競技大会に関連して公認されたその他の
音楽作品，音声・映像作品，又はその他の創作品や人
工物」を含むオリンピック資産の独占的権利者である。
　2013 年 9 月 7 日にブエノスアイレスで，IOC，東
京都及び日本オリンピック委員会により署名された開
催都市契約の第 41 条は，大会に関するすべての知的
財産権が IOC の財産であると規定している。本契約
の第 41 条（d）は，オリンピック大会組織委員会に，
オリンピック資産を保護するために，無許諾使用に対
しては，他国での開催と同様に日本国内で必要なすべ
ての措置を講ずる権利も付与している。本契約の第
42 条は，2013 年 1 月 31 日までに，東京都と日本オリ
ンピック委員会が日本国内でオリンピック資産，オリ
ンピック大会組織委員会のエンブレム，マスコットや
開催年度（millésime）「都市＋ 2020」の法的保護を確
保しなければならないことを規定している。本契約の
第 43 条は，エンブレム，マスコット，絵文字（ピク
トグラム），ポスター，オリンピックの聖火のデザイ
ン，記章，メダル，賞状，公式出版物，ドメイン名，
音楽作品（訳注：オリンピック憲章で言及する音楽に
限定される。），写真，公式コインおよび紙幣，公式切
手，公式映画を含む，オリンピックの創作に関連する
すべての知的財産権を規定するものであり，これらの
知的財産権は IOC に譲渡される。
　欧州連合商標理事会規則は，オリンピック資産に特
別な地位を付与するものではない。これは，オリン
ピック資産が保護されないという意味ではない。実際
に，パリ条約の第 6 条の 3 および特定のシンボルに付
与される保護と同様に，欧州連合商標理事会規則の立
法者は，記章，紋章，紋章入りの盾を含む図形商標に
ついて例外規定を制定した（（1）図形のオリンピック
資産の保護）。さらに，IOC は単語と文字で構成され
るオリンピック資産を商標登録した（（2）言語的（文
字の）オリンピック資産の保護）。一方，表現の自由
により，オリンピック資産の使用であっても IOC の
独占的権利の範囲に含まれないことがある（（3）オリ
ンピック資産と表現の自由，IOC の許可のないオリ
ンピック資産の使用）。

　（1）　図形のオリンピック資産の保護
　１）　オリンピック・リングの保護
　オリンピック・シンボルは，1913 年にピエール・
ド・クーベルタン男爵によって考案された。これは，

単色又は 5 色の同じ大きさの結び合う 5 つの輪（オリ
ンピック・リング）からなり，単独で使用されるもの
を指す。

　オリンピック・シンボルはオリンピック・ムーブメ
ントの活動を表すとともに，5 つの大陸の団結，さら
にオリンピック競技大会に全世界の選手が集うことを
表現している（4）。これは 1920 年にアントワープで開
催された第 7 回大会で初めて使用された。オリンピッ
ク・リングは，1981 年に署名されたオリンピック・
シンボルの保護に関するナイロビ条約によって保護さ
れ，ナイロビ条約は，締約国は，オリンピック・リン
グの商業目的での使用，特に商標としての使用を禁止
する義務があることを規定する。
　ナイロビ条約は，欧州連合の 10 の加盟国（ブルガ
リア，キプロス，クロアチア，エストニア，ギリシャ，
ハンガリー，イタリア，ポーランド，ルーマニア，ス
ロベニア）で発効されている。欧州連合はナイロビ条
約の加盟国ではないが，オリンピック・シンボルは欧
州連合商標理事会規則第 7 条（1）（ⅰ）「次のものは，
登録することができない。（中略）商標であって，パ
リ条約第 6 条の 3 に規定するもの以外の記章，紋章又
は紋章入りの盾を含んでおり，かつ，特定の公共の利
益のためのもの。ただし，その登録について権限を有
する当局の同意がある場合は，この限りでない。」に
より保護されているという事実がある（5）。したがって，
オリンピック・シンボルは，少なくともナイロビ条約
の加盟国では，「特定の公共の利益」のためのエンブ
レム（紋章）のカテゴリに入ることになる（6）。
　上記の条文による制限は，デッドコピーだけでなく
模倣も対象としている（7）。この点について，相対的拒
絶理由の審査に関するものではあるが，商標とオリン
ピック・シンボルが全体的に非類似であると判断した
EUIPO 異議部の決定に注目したい。相違点として，
オリンピック・シンボルは多色の円で構成されている
が，異議申立を受けた商標は 5 つの青い楕円でアラビ
ア語の単語が記述されており，これらの標章の間には
概念的な隔たりがあるとされた（8）。

　しかし，この理由付けは完全に説得力があるわけで



オリンピック資産及び標章の保護

パテント 2020 － 66 － Vol. 73　No. 11

はない。厳密に言えば円ではなく，交差しないもので
あっても，需要者がオリンピック・リングの構造を簡
単に知覚できる点に疑いの余地はないからである。
　一方，欧州連合商標理事会規則第 7 条（1）（ⅰ）に
よって付与される保護が無条件ではないことも明確に
すべきだろう。すなわち，「全体としてみて，そのよ
うなエンブレムを含む商標が，その所有者又は使用者
が，対象となるエンブレムに関連する機関と関係があ
るように，一般の公衆に誤信を生じさせうる（中略）
場合にのみ適用することを意図している」（9）。したがっ
て，保護の範囲は IOC の活動，すなわちスポーツ競
技大会の組織及び第 2 類「被服」や第 28 類「運動用
具」などのスポーツの実施に必要な付属品に限定さ
れる。

　２）　オリンピック旗
　オリンピック旗は，1920 年のアントワープ大会で
登場した。オリンピック旗は，大会の開会式で掲揚さ
れ，閉会式で降納され，次回大会開催都市の代表者に
引き渡されている。オリンピック旗の背景は白で，境
界線はなく，中央に 5 色のオリンピック・シンボルが
表示されている（10）。第三者によるオリンピック旗，
特にオリンピック・シンボルの複製又は模倣に対して
は，欧州連合商標理事会規則第 7 条（1）（ⅰ）の規定
により権利が保護される。

　３）　オリンピック・エンブレム 
　オリンピック・エンブレムは，オリンピック・リン
グに他の固有の要素を結びつけた統合的なデザインで
ある。オリンピック旗と同様に，これらのエンブレム
はオリンピック・リングのための制度で保護される。

　４）　オリンピック聖火，オリンピック・トーチ
　オリンピック聖火は，各大会が始まる数か月前に，
IOC の管轄の下，オリンピアで点火される。古代の
競技大会で既に使用され，1928 年のアムステルダム
大会以来，近代オリンピック大会のセレモニーの一部
となっている。
　オリンピック・トーチは，IOC が承認したオリン
ピック聖火を燃焼させるための運搬用のトーチ又はそ

のレプリカである。欧州連合商標理事会規則第 7 条
（1）（ⅰ）の「紋章」という用語は「象徴的な価値や
あらゆる属性の標章」をカバーすることができる（11）。
オリンピック聖火とオリンピック・トーチは，本質的
に，1 世紀近くオリンピック・ムーブメント及び競技
大会に密接に関連していたため，同様にこの規定の影
響を受ける。

　（2）　言語的（文字の）オリンピック資産の保護
　１）　オリンピック・モットー
　オリンピック・モットー「より速く，より高く，よ
り強く（Citius-Altius-Fortius）」は，オリンピック・
ムーブメントの大志を表現している（12）。IOC は，ニー
ス分類の全区分の商品・役務について，オリンピッ
ク・モットーを欧州連合商標として登録した。

　２） 　文 字 標 章「Jeux olympiques」，「Olympic 
games」，「Jeux de lʼOlympiade」，「Games of 
the Olympiad」，「Olympic」，「Olympique」，

「Olympiades」，「Olympisme」，「Olympic 
Torch relay」

　a）　公序良俗による商標登録の禁止
　欧州連合商標理事会規則第 7 条（1）（f）により，
商標であって，EU 又は EU 加盟国における公共の秩
序（公の秩序）又は一般に是認された道徳規範（公序
良俗）に反する商標は，登録を拒絶される（13）。EU の
公の秩序はあるが，「言語的，歴史的，社会的，文化
的な理由」により，一般的に公の秩序の概念は加盟国
によって異なる（14）。したがって，「各加盟国の社会的
及び文化的背景」を考慮する必要がある（15）。この概
念は，民主主義社会及び法治国家の機能に不可欠な法
の支配に言及している。加盟国の法律は，公の秩序の
概念を決定する際に管轄当局を導くことができる要素
である（16）。したがって，旧ソビエト連邦国章の商標
登録出願は，特に，ハンマーと鎌に関連するあらゆる
シンボルの使用を禁止するハンガリー法に基づき拒絶
された（17）。
　したがって，「olympic」，「olympique」，「olympiades」
という単語の独自の（sui generis）保護を導入した，
フランス，ドイツ，オーストリア，ベルギー，チェ
コ，ハンガリー，ルクセンブルク，ポーランド，ポル
トガル，ルーマニア，スロバキアなどの加盟国の法律
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を考慮する必要がある（18）。
　フランス法では，たとえば，スポーツ法典 L.141-5
により，フランスオリンピック委員会の許可なく，

「jeux Olympiques」，「olympisme」，「olympiade」 及
び「JO」という単語を，商標出願，複製，模倣，添
付，削除又は変更することを禁止している。ドイツで
2004 年 7 月 1 日に施行された「オリンピック・エン
ブレム及びオリンピックのシンボル・標章の保護に関
する法律（Gesetz zum Schutz des olympischen Em-
blems und der olympischen Bezeichnungen）」は，

「Olympiade」，「Olympia」，「olympisch」という単語
のビジネスにおける無許可の第三者によるいかなる使
用も禁止している（19）。
　これらの法律は，オリンピック・ムーブメント，よ
り一般的にはアマチュアスポーツ及びプロスポーツを
支援するために採用された。これらの法律は，冬季又
は夏季大会に立候補する都市に資金を提供することを
可能にする。これらのシンボルの保護は社会による選
択の一つであり，商標法の枠組みを超えている。した
がって，これらのシンボルを保護することは，社会的
及び文化的論理に含まれるものであり，関係国の公の
秩序に属すると主張することは理にかなっている。

　b）　商標出願による商標の保護
　IOC は，EUIPO に 商 標「Olympiad」（20），「OLYM-
PIC」（21），「OLYMPIAD」（22），「OLYMPIADE PARIS 
1924 COMITE OLYMPIQUE FRANCAIS」（23），

「Olympic Games」（24），「Games of the Olympiad」（25），
オリンピック・リングと組み合わせた「Olympiad」

　　　　　　（26），「Olymp i c  T o r c h  r e l a y」（27），
「Olympian」（28）を登録した。これらの標章は，混同の
おそれを示すことで欧州連合商標理事会規則第 8 条

（1）（b）により保護することができるだけでなく，
同第 8 条（5）による著名商標の保護を受けることも
できる。

　（ⅰ）　混同のおそれがあること
　欧州連合商標理事会規則第 8 条（1）（b）により，
先の商標との同一性又は類似性及び両商標の対象であ
る商品又は役務の同一性又は類似性を理由として，先
の商標が保護されていた地域において，公衆の側に混
同のおそれがある場合には，先の商標所有者による異

議申立により，出願された商標の登録は拒絶され
る（29）。この条件は累積的なものであり，いずれかが
満たされない場合に異議申立は却下される（30）。
　IOC は一般に「Olympic」という単語又は類似の単
語の商標出願に対する異議申立で成功を収めている。
EUIPO の審理において，異議申立を受けた商標にお
ける一連の文字「o-l-y-m-p」は，追加の文字又は図
形的要素の存在にもかかわらず，標章の視覚的（外
観）及び音声的（称呼）類似性を誘発すると結論付け
た。概念的には，裁判所は商標「Olymp」及び商標

「olimpo」は「オリンポス山」（Mont「Olympo」）の
概念と同様であると認定する機会があった（31）。この
ほかにも，IOC は第 25 類の商標「Olympia Active-
wear」（32），第 9 類の商標「Olympic Battery」（33），第
41 類及び第 43 類の商標「Bar 24 H Olympic」（34），商
標「The Olympic Torch of Football」（35），商標「Olym-
pic electric」（36）， 第 9 類， 第 28 類， 第 31 類 の 商 標

「Olympic Gold2」（37），第 35 類，第 37 類，第 39 類及
び第 41 類の商標「Olympian Gods」（38），商標「Olympic 
Airlines」（39），第 9 類，第 25 類，第 35 類及び第 41 類
の商標「Elektrolympic」（40），第 9 類，第 16 類，第 25
類の商標「MIND SPORTS OLYMPIAD」（41），第 29 類，
第 30 類 及 び 第 31 類 の 商 標「Olympian Foods」（42），
第 28 類の商標「Olympida」（43），第 9 類，第 16 類，第
25 類，第 26 類，第 32 類，第 35 類，第 41 類及び第
43 類の商標「Olimpija」（44），第 9 類，第 16 類，第 25 類，
第 26 類，第 32 類，第 33 類，第 35 類，第 43 類の商標

「UNION OLIMPIJA」（45），第 9 類及び第 38 類の商標

「Olympia」（46），第 11 類の商標「　　　　　」（の言語
要素「Olympia」）（47），第 9 類，第 16 類，第 36 類及び
第 38 類 の 商 標「　　　　　　　　　　　　　　　」

（の言語要素「Olympics」）（48），第 9 類の商標「Olympic 
View」（49），第 41 類の商標「Mind Sport Olympiad」（50）

及び商標「Kulturolympiade」（51）について，異議申立
を行い，商標登録を阻止した。

　（ⅱ）　オリンピック商標の名声に対する侵害 
　欧州連合商標理事会規則第 8 条（5）は，「出願され
た商標が先の商標と同一であるか又は類似していると
きには，その商標は登録されないものとし，それが使
用される商品又は役務が先の商標の登録対象であるも
のと同一である，類似している，類似していないに拘
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わらず，同様とする。ただし，先の EU 商標の場合
は，欧州連合内において名声を有していること又は先
の国内商標の場合には，その当事国において名声を有
しており，かつ，出願商標の正当な理由のない使用
は，先の商標の識別性又は名声を不正に利用するか，
又はそれを害する場合とする。」と規定して，先の登
録商標の所有者からの異議申立により上記の場合には
商標出願が拒絶されることを規定する。
　判例法は，欧州連合商標理事会規則第 8 条（5）の
適用には，関連する需要者が二つの商標間に関連性を
確立することを前提とすることを明確にしている（52）。
本条の適用条件も累積的であり，いずれか 1 つが満た
されない場合には適用されない（53）。したがって，商
標の名声は，商標出願を提出する時点で存在する必要
がある（54）。欧州連合商標理事会規則第 8 条（5）は，
著名商標の持つ需要者に対する魅力から利益を得るた
めに，その名声にただ乗りする寄生行為に対して制裁
を科している。「同一又は類似の標章の使用が，商標
の識別性にも名声にも，より一般的には商標の所有者
にとって有害でなくとも」商標の識別性又は名声から
得られる利益が不当であることが判明する場合があ
る（55）。
　スポーツイベントの組織に関連してオリンピック商
標の顕著な名声は疑う余地がなく，EUIPO の審理で
もそのように認定されている（56）。これらの審理では，
オリンピック商標が「理解，自信，自由，若さ」に言
及する非常に前向きなイメージを伝えていると認定さ
れている。これらの属性は，異議申立を受けた商標の
利益に転用される可能性がある（57）。したがって，オ
リンピック商標は，商品又は役務が，IOC 及びパー
トナー又はスポンサーの活動から大きく隔たりがあ
り，平均的な需要者の心に何らかの関連性が確立され
ることがないことが証明された場合を除いて，その

「専門分野」以外でも保護する必要がある。

　（3） 　オリンピック資産と表現の自由，IOC の許
可のないオリンピック資産の使用

　2008 年の北京大会で，国境なき記者団は，中国政
府による人権侵害，特に報道の自由の侵害を非難する
ことを目的とするメディア・キャンペーンを開始し
た。そのために，この著名な NGO は，オリンピッ
ク・リングを，伝統的な白い旗ではなく黒い背景に置
かれた手錠に置換することにより，オリンピック・シ

ンボルをパロディ化した。

　このような情報提供や批判を目的とするオリンピッ
ク資産の使用は，商標権侵害とはならない。欧州連合
商標理事会規則の前文（21）では，「表現の自由」の
概念が導入されている。「さらに，本規則は，基本的
権利及び自由特に表現の自由の完全な尊重を確保する
ように適用されるべきである。」。オリンピック・シン
ボルのパロディは（58），Arsenal 事件判決の趣旨から，
パロディが運動目的によるものでビジネスでの使用で
はない場合には，制裁対象となる商標の侵害行為を構
成するものではない（59）。

3.オリンピック大会で創出された資産の保護
　大会の際に使用される識別性ある標章は，多様な形
をとる。ただし，広義の文字標章（1）と図形標章（2）
を区別することは可能である。

　（1）　文字標章
　１）　開催年度
　a）　識別性を理由とする「イベント」商標の拒絶
　これらの表示は，各オリンピック大会（例：東京
2020，北京 2022，パリ 2024）の特定を可能にする

「イベント商標」の名でも知られる。IOC は，2000 年
大会のシドニー市開催決定の後で商標出願を行った。
ところが，ある第三者がすべての候補都市の名称と開
催年度「2000」との組み合わせを登録していた。この
第三者は「シドニー 2000」の組み合わせを使用する
ものはいかなる者でも訴えると脅迫した（60）。
　これらの商標は，いずれにしても，欧州連合商標理
事会規則第 7 条（1）（c）により特徴を記述するもの
として，EUIPO により自動的に登録を拒絶されてい
る。たとえば，第 1 審判部は，国際サッカー連盟（以
下，「FIFA」）がワールドカップ組織のために出願し
た商標「ドイツ 2006」は，平均的な需要者によって，
2006 年にドイツで行われるイベントへの単なる言及
として認識され，出願の指定商品・役務の出所を示す
ものとして認識されないと認定した（61）。さらに最近，
欧州共同体商標意匠庁は同じ理由で，2014 年にブラ
ジルで開催されたサッカー・ワールドカップに関して
FIFA が出願した商標「Brazil 2014」を一部無効とし
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た。また，2017 年地中海競技大会組織委員会が出願
した商標「Tarragona 2017」，2019 年に日本で開催さ
れたラグビーワールドカップに関してラグビーワール
ドカップリミテッドが出願した商標「Japan 2019」（62），
IOC が出願した「BEIJING 2022」（63），「2022」（64）（冬季
オリンピック大会）及び「Paris 2024」（夏季オリン
ピック大会）（65）も登録されなかった。

　b）　図形要素の追加
　それ自体に識別性がある図形要素の追加は，全体観
察した際に商標に識別性を与える場合がある（66）。この
方法で，IOC は最近，商標「　　　　　　　　　　」（67）

及び商標「　　　　　　　　　　」（68）を登録すること
ができた。

　c）　使用による識別性の獲得
　欧州連合商標理事会規則第 7 条（3）は，識別性の
ない商標でも，使用により識別性を獲得する可能性が
あることを規定している（69）。当初は商業上の出所の
識別（出所表示機能）という本質的機能を果たしてい
ない標章であっても，その使用により出所表示機能を
獲得したという事実がなければならない。したがっ
て，公衆の大部分が，標章の多数回の使用により，当
該商品又は役務が特定の出所（例えば特定の企業に出
所）を有することを特定できなければならない（70）。
使用による識別性は，欧州連合商標（EUTM）の出
願日より前に獲得する必要があるが（なお，登録後に
報告されたものでもよい），商標の識別性が最初から

（ab initio）欠如している領域の全体で確立する必要
がある。したがって，需要者の言語に関係なく理解さ
れるイベント商標では，EU の 27 加盟国について使
用による識別性の獲得の証拠を提供したほうがよい。
　一般的に，識別性の獲得には長期間にわたる使用が
求められるが，オリンピックに関しては，この認識を
若干改める必要がある。開催都市選出のプロセスは特
にメディアで公開され，熱狂を生み出す。投票は世界
中のテレビ局によって放送される「儀式」である。こ
の「Santo Subito（迅速な列聖）」による識別性の獲
得は，EUIPO の審査ガイドラインにも反映されてい
る（訳注：教皇ヨハネ・パウロ 2 世の葬儀の際に多数
の信者が参列し「Santo Subito!」（直ちに列聖を！）
という声を上げ，実際に死後約 9 年という短期間で

「聖人」とされたことを指す）。「同様に，定期的に行

われる特定の大規模なスポーツイベントは，それに関
係する国民の間で真の熱狂を生み出すこともよく知ら
れている。何百万人もの人々がその開催を熱心に待っ
ており，開催予定日は，開催地が公式発表される前か
ら知られている。これらのすべてが，イベントの開催
地やそれに関連する発表に対する大きな関心を呼び起
こす（「都市又は国＋年度」の商標）。したがって，特
定の都市又は国でのトーナメント又は競技大会の開催
決定の発表が一旦行われると，関係する業界又は業界
の専門家に関心を有する略すべての関連する需要者
が，上記のスポーツイベントの開催を直ちに知る可能
性がある。したがって，将来のイベントに使用される
商標が，特に標章が既に使用されている商標の構成を
再現するもので，公衆が新たなイベントを名声が十分
確立されている一連のイベントの論理的継続として直
ちに認識する場合には，迅速に，さらには瞬時に識別
性を獲得する」（71）。

　２）　スローガン 
　東京大会組織委員会は，モットーとして「United 
by Emotion」（「感動で一つに」又は「感動で，私た
ちはひとつになる」）を選択した。これは，「世界各地
から東京大会に集った，観客・ボランティア及び 200
以上の国家・地域及び難民選手団の選手（中略），並
びに世界中の何十億もの視聴者やインターネットユー
ザーに，（中略）『融合は分断よりも強力である』とい
うことを理解してほしいという希望を表現する」もの
である（72）。
　オリンピック大会のモットーの保護はスローガンの
保護であると考えることができる。たとえば，2010
年のバンクーバー冬季オリンピック・パラリンピック
大会組織委員会は，商標「With glowing hearts」を
登録した。スローガンは，宣伝的機能だけでなく，関
連する商品・役務の商業的出所を示すものとして関係
者に認識される場合，欧州連合商標として登録でき
る。これは，特に，スローガンが，創造性のある，驚
くべき，又は予期しないものとして認識されうるよう
な概念的な緊張又は驚きの要素を導入する場合（会誌
編集部注：欧州共同体司法裁判所，2010 年 1 月 21 日，
C-398/08，Audi，VORSPRUNG DURCH TECHNIK）
や，特定の独創性又は重要性を持っている場合や，需
要者に認知プロセスや解釈の努力を引き起こす場合に
該当する。
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　３）　マスコットの名称
　2020 年東京オリンピック大会のマスコット「ミラ
イトワ」の名前は，未来を意味する「ミライ」と「永
遠」を意味する「トワ」を組み合わせた造語である。
　欧州連合商標理事会規則第 4 条は，商標を構成しう
る標章として個人の名前を明らかに想定しているた
め，（使用頻度に関わらず）一般的な名前と創作した
名前とを区別しない。Nichols 事件判決で，欧州連合
司法裁判所は，姓（名字）の識別性を決定するための
基準は，「同じ名前を持つ人の所定の数」に関係なく
同じであることを明確にした（73）。EUIPO は定期的に
FIFA マスコットの名称，たとえば，2010 年に南ア
フリカで開催されたワールドカップのマスコットの名
称「Zakumi」（74），2002 年に韓国と日本で開催された
ワールドカップマスコットの名称「Spheriks」（75），
1998 年にフランスで開催されたワールドカップのマ
スコットの名称「Footix」を登録している。

　４）　ドメイン名
　最後に，ドメイン名の商標登録を妨げるものは何も
ない。ただし，他の標章と同様に，ドメイン名が欧州
連合商標理事会規則の要件を満たしている必要があ
る。商標「Tokyo 2020」における固有の識別性の欠
如は，「.com」などのトップレベルドメインの追加で
治癒することはできない。欧州連合司法裁判所は既に
以下のように述べている。「さらに，要素 『.com』を，
記述的で識別性がない単語『photos』に付加している
という事実は，全体として標章に識別性を付与する効
果はない」（76）。実際，要素「.com」は，関連する公衆
によってウェブサイトを参照するものとして関連付け
られている。したがって，これは商用ウェブサイトの
アドレスの通常の枠組みで使用する必要がある，技術
的かつ一般的な要素である。さらに，要素「.com」
は，商標の指定役務がオンラインで取得できる又は表
示できることも示している（77）。

　（2）　図形標章
　オリンピックで最もよく使用されるオリンピック・
エンブレムが商標登録できることに疑いがないとすれ
ば，オリンピック大会で使用される他の多くの識別性
を有する標章はどうだろうか。

　１）　マスコット
　マスコット「ミライトワ」は，谷口亮氏により創作
され，650 万人の日本人学生の投票で選ばれた。「ミ
ライトワ」は未来的なキャラクターで，マンガの世界
を連想させる。

　マスコットは，第 28 類「おもちゃ，人形，フィ
ギュアおもちゃ」についての立体商標として，及び他
の商品の図形商標として出願できる。
　欧州連合商標委員会規則（EUTMIR（78））の第 3 条

（3）（c）は，立体商標を「容器，包装，その製品自体
又はそれらの外観を含む立体的形状から構成される又
は当該立体的形状に拡張される商標」と定義してい
る。立体商標には，言語要素（文字）又は図形要素を
含めることができる。立体商標の保護は，商標に関す
るコモンローの射程外となる，特定の基準を備えた
ヨーロッパ法によるものである。マスコットの独創性
を評価する著作権法や，新規性を評価する意匠法とは
異なり（79），商標が需要者の期待する形状や業界の規格
や習慣から逸脱するか否かを判断する（80）。商標の形
状が指定商品の一般的な形状に近づくほど，その形状
は識別性が欠如する可能性が高くなる。単なる逸脱で
は十分ではなく，顕著な逸脱でなければならない（81）。
EUIPO の実務では，立体商標について特に要件が厳
しい。以下の出願は，第 28 類の商品を指定し，すべ
て拒絶されている。

　　　　（82），　　　　　　　　（83），　　　 　　　（84），

　　　 　　　（85），　　 　　　　（86），　　　 　　　（87），
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　　　　　　　　　　　　　　（88），　　　　 　　（89），

　　　　　　　　　　　（90）。
　ただし，FIFA は，2014 年ワールドカップのマス
コット「Fuleco」（91），

2010 年ワードカップのマスコット「Zakumi」（92），

2011 年女子ワールドカップのマスコット（93）について
商標登録を取得している。

　２）　ポスター
　東京大会組織委員会は，2020 年大会を宣伝するた
めのポスター 12 枚を出願している。これらのポス
ターは，「BILLY BAT」，「MONSTER」，「20 世紀少
年」の作者である浦沢直樹氏ら日本の有名漫画家や
アーティストによって作成された。2012 年以降，
IOC はあらゆるオリンピック大会の宣伝ポスターを
図形商標として出願し，登録を取得している。たとえ
ば，1924 年のパリ大会のポスター（94）は指定商品「被
服」とする商標として出願され，2012 年 12 月 4 日に
登録された。

　３）　オリンピックのピクトグラム
　オリンピックのピクトグラム（絵文字）は，1964
年の東京大会で初めて登場した。特に外国人訪問者に
わかりにくい文字を用いる国でも，ピクトグラムを使
用することで，競技場だけではなく，駅，レストラ
ン，銀行，ホテル，郵便局のなどの訪問者に提供され
るサービスを伝えることができた。この試みは東京大
会以降のすべての大会で踏襲されている。
　2020 年の東京大会では，ピクトグラムは大会史上
初めてアニメーションになっている。例えば，このピ
クトグラムは新体操を示すものである。

　EU 商標法では，ピクトグラムを，関連する商品・
役務についての情報提供のみを目的とする記号として
理解するため，ピクトグラムは欧州連合商標理事会規
則第 7 条（1）（b）に規定される識別性を有していな
い。したがって，「同一の方向を向く 3 つの三角形が
付いた，カード状の長方形を持つ手」の形をしたピク
トグラムは，関連する公衆に，カードの使用法を示す
有用な表示として認識され，商標とは認識されな
い（95）。

　同様に，EUIPO は，携帯電話のアプリケーション

に関する商標　　　の出願（96）や，「スマートフォン」

に関連する商標　　　　　の出願（97）を拒絶した。

　４）　大会の色彩
　色彩は，オリンピック大会の視覚的認知にも貢献し
ている。2020 年東京大会組織委員会は，チケットに，
日本文化の黄金期である平安時代（794～1185 年）の
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着物に使用された「かさねの色目」コードを選択した。

　色彩は，欧州連合商標理事会規則第 4 条で，商標を
構成しうる標章として特に言及されている。色彩商標
の登録には，伝統的な 3 つの要件が適用される。すな
わち，（1）標章であり，（2）「明確で，正確で，それ
自体で完全で，容易にアクセスでき，理解しやすく，
持続可能で，客観的な」複製の対象になることがで
き，かつ（3）識別性を有することである（98）。識別性
の要件に関して，欧州連合司法裁判所は，Libertel 事
件判決及び Bauchemie 事件判決において，「特定の色
彩が商標として示すことができる識別性を評価するた
めには，登録出願された商品又は役務と同一又は類似
の商品又は役務を提供する他の事業者において，色彩
の利用可能性を過度に制限しないという一般的利益を
考 慮 す る 必 要 が あ る。」 と 述 べ た（99）。 さ ら に，
Libertel 事件判決において，欧州連合司法裁判所は，

「需要者は，図像要素や文字要素がない場合，商品の
色彩やパッケージの色彩に基づいて，商品の出所を推
定する習慣がない。色彩それ自体は，現在の商業的使
用では，原則として識別手段として使用されていない
からである。特定の企業の商品を識別するための固有
の特性が，通常，色彩それ自体には欠如している。」（100）

と述べて，識別的機能を奏するための色彩の固有の能
力に関して深刻な疑問を呈した。このように，実定法
の現状では，例外的な事情がない限り，独自の識別性
が欠如することにより，単一の色彩を欧州連合商標と
して登録することは不可能である。
　また，当該色彩が大会中にのみ使用されるのであれ
ば，使用による識別性の獲得を主張することもできな
いだろう。

　５）　オリンピック・メダルのデザイン
　メダルのデザインの一部は，IOC により要件が課
されており，メダルの表面には，パナシナイコスタジ
アムを背景に立つギリシャの勝利の女神「ニケ」，大
会の正式名称（Games of the XXXII Olympiad To-
kyo 2020），5 つのオリンピック・リングのシンボル
を含めなければならない。2020 年東京大会のメダル
は，日本サインデザイン協会と大阪デザイン団体連合
の理事である川西純市氏が作成し，400 人以上のデザ
イナー及びデザイン専攻の学生が参加したコンテスト
で優勝した。

　リオ大会と同様に，競技の勝者に授与されるメダル
はエコロジカルである。実際のところ，メダルは，過
去 2 年間に日本の消費者からリサイクルされた 621 万
台の携帯電話を含む 78,985 トンの家電製品から抽出
された，約 32kg の金，3,500kg の銀，2,200kg の銅か
ら製造された。
　これらのメダルのデザインと形状は，業界の標準

（上記（2）1 マスコットを参照）と大きく異なるとい
う条件を満たせば，図形商標又は立体商標として登録
できる。例として，FIFA ワールドカップトロフィー
について，EUIPO 第 4 審判部が下した決定が挙げら
れる。審判部は，サッカーのチャンピオンシップ又は
トーナメントの勝者を称えることを目的とすることが
明らかな，カップからなる商標の登録を拒絶するとい
う審査官の判断を覆した。

　審判部は，基台，本体，及びボールの形状が，商標
に最低限の識別性を十分付与する程度に業界の標準か
ら際立っていると決定で述べた（101）。メダルのデザイ
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ンは，複数のスポーツ連盟によって定期的に登録され
ている。たとえば，オーストリアのサッカー選手権の
優勝チームに授与されるメダルは，欧州連合商標とし
て登録された（102）。

　６）　賞状
　賞状は，ニース分類の第 16 類に属する。賞状のデ
ザインは，以下の登録で証明されるように，図形商標
又は複合商標として登録できる（103）。

　７）　写真
　写真は，その目的が何であれ，商標として登録され
る場合がある。したがって，EUIPO 審判部は，オラ
ンダから出願されたモデルの写真の登録を認めた（104）。

　８）　切手
　切手は，ニース分類の第 16 類（160260）に属し，
その登録は結合商標としての登録と考えることができ
る（105）。

　したがって，オリンピックの際に定期的に発行され
る切手も商標として登録できる。

　９）　紙幣及びコイン
　（通貨を除く）紙幣及びコインは，それぞれニース
分類の第 16 類，第 14 類に含まれる。また，紙幣やコ
インの形状の図形商標を出願することもできる（106）。

　2020 年東京オリンピックに向けて，100 円の記念硬
貨が流通したが，この記念硬貨を商標出願することも
考えられる。

　なお，通貨の呼称自体は当該通貨が流通しなくなっ
た後でも，識別性がないので登録できないことに留意
されたい（107）。

　10）　記章
　 記 章 の デ ザ イ ン は，FC バ ル セ ロ ナ の 記 章

　　　　　　　　　　のように（108），図形商標，又は
文字要素と図形要素を組み合わせた結合商標として登
録することができる。

以　上
　なお，本稿は 2020 年 7 月号特集「オリンピック・
パラリンピック」の特別寄稿として準備されたが，執
筆者の COVID-19 対応の都合により掲載が 10 月号ま
で延期されたものである。
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